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平成２３年度分 学生納付特例
制度の受付が始まります
平成２３年度分 学生納付特例
制度の受付が始まります

金

受付場所 那覇市役所　市民課　国民年金窓ロ（仮庁舎A棟2階）
受 付 開 始 平成23年4月1日（金）から（ただし土日祝日を除く） 
 平成23年度分の申請は平成24年4月末日まで。

受付時間 午前8時30分～午後5時15分
 混雑が予想されますので、なるべく午後4時45分までにお越しください。

必要なもの ◎印鑑（学生本人のもの 認印可）
 ◎学生証（有効期限に注意してください）
 　または、在学証明書（平成23年4月1日以降発行のもの）
 　学校により他の書類が必要な場合があります。
  ○平成22年3月31日以降仕事をやめた方は、離職票または雇用保険受給資格者
 　証を持参してください。
 ※申請に必要なものが揃えば、代理の方でも申請できます。

　学校を卒業したら、保険料の納付をお願いします。学生納付特例制度が承認され、納付を猶予された期間の保険料
は10年以内であれば、後日納める（追納）ことができます。ただし、追納する保険料の額は、3年目以降に追納する場合
は経過した年数に応じた加算額が上乗せされます。もしも、保険料の納付が困難な場合は、申請免除・納付猶予制度な
どの制度がありますので、検討することをお勧めします。

申請は
お早めに ！



　老齢基礎年金は原則として65歳から受給する年金です。老齢基礎年金を受けるには基本的に20歳から60歳になるまでの
40年間に25年以上の受給資格期間が必要です。
　納付や免除、納付猶予、納付特例を受けた期間は、この25年の受給資格期間として計算されます。
平成23年度　老齢基礎年金の額　78万8,900円(40年間全部納付した満額)

788,900円

788,900円

納付期間40年で　年金額は満額の788,900円

納付期間20年、免除期間15年で　年金額は493,100円

免除期間のみ25年で　年金額は164,400円

　国民年金加入中（または60歳以上65歳未満で国内に住所のある方、または20歳になる前）に初診日のある病気やけがによって国民年
金法の障害等級の1級・2級に該当した場合に受給する年金で、年金額（平成23年度）は1級障害986,100円、2級障害788,900円です。
（受給者によって生計を維持されている子がいれば、子の加算があります。）

　国民年金加入中の方（または60歳以上65歳未満で国内に住所のある方、または老齢基礎年金の受給権や受給資格のある方）が亡く
なったときに、その方に生計を維持されていた「子のある妻」または「子」が受給する年金で、年金額（平成23年度）は子のある妻は
1,015,900円、子のみは788,900円です。（子が2人以上いれば、さらに加算があります。）

　障害基礎年金の納付要件は初診日（障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日）の前日の時
点で、遺族基礎年金の場合は亡くなった日の前日の時点で、それぞれ納付要件を満たしていなければなりません。
　たとえば、納付や免除等が無く、ずっと未納の方が、交通事故で障害の状態になった場合、事故が起こって後に、未
納の分をさかのぼって納付しても、納付要件は満たされず、障害基礎年金は受けられません。なぜなら、納付要件の判
定は、事故が起こって病院に行った日の前日の時点での納付状況について、行われるからです。

①障害年金の場合は初診日の前日、遺族年金の場合は亡くなった日の前日において
初診日または亡くなった日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料を3
分の2以上納めていること。

②初診日または亡くなった日の前日において、初診日または亡くなった日の属する月
の前々月までの直前の1年間に保険料の未納がないこと。

または

また
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　第１号被保険者（及び任意加入者）の方は、毎月の保険料に加えて月額４００円の付加保険料を納めると、２００円×付加保険料
納付月数で、計算された金額が生涯老齢基礎年金に加算されます。

　２ページのＢさん、Ｃさんのように、未納や免除期間がある方は、満額の年金をもらうことはできません。そこ
で、60歳から65歳までの間任意加入して納付することで、年金額を満額または満額に近づけることができます。

　２ぺ一ジのＤさんのように、老齢基礎年金の受給資格期間（原則25年）が足りないために、年金がもらえない場合は、70歳になる
までの間に受給資格期間を満たすことができるまで加入して保険料を納め、老齢基礎年金を受け取ることができる特例任意加入
制度があります。

 国民年金の第１号被保険者が、よりゆとりある老後を過ごすことができるように、老齢基礎年金に上乗せをする公的な年金です。
毎月の掛金は全額社会保険料控除されます。

　例えば ４０年納付した場合の支払額 ４００円×４０年（４８０月）＝ １９２，０００円
 １年間に上乗せされる支給額 ２００円×４０年（４８０月）＝ ９６，０００円 
                                                        　　　　　　　　 ２年間で１９２，０００円

ホームページ　http://www.okinawa-kikin.or.jp/

よりゆとりある老後のために !よりゆとりある老後のために !よりゆとりある老後のために !

年金がもらえるようになるために !年金がもらえるようになるために !年金がもらえるようになるために !

満額に近づけるために !満額に近づけるために !満額に近づけるために !

少しの付加でお得な上のせ !少しの付加でお得な上のせ !少しの付加でお得な上のせ !

〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116番地３７（自治会館３階）

　これまでは障害年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持しているお子様（障害厚生年金の方は、配偶者
も）がいる場合で、障害等級が１級または２級に該当する方が加算の対象となっていましたが、平成２３年４月施行の「国民年金法等
の一部を改正する法律」により、障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになったお子様（障害厚生年金の方は、
配偶者も）がいる場合にも届出によって新たに加算の対象となります。

　（年金の手続については、平成２３年４月１日以降に手続きいただきますようお願いします。）

　　 　　  TEL 855-1113
　　　　　　　             　TEL 861-6901

平成２３年４月から障害年金の加算の範囲が拡大します。

たとえば、障害年金を

もらって後に生まれた
子も加算される、

ということね。

70歳未満の人 70歳未満 など任意加入者

はできません。）
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　保険料は、日本年金機構から送付される納付書で、各金融機関、郵便局、ファミリーマート、ローソン、ココストアの
窓口で納められます。また、口座振替やクレジットカードでも納められます。

※上記以外にも、半年間の前納など、他の前納の方法が
　あります。詳しくは年金事務所へお問い合わせ下さい。

１.口座振替で1年分を
　前納（まとめて前払い）⇒ 年額「3,780円」割引！！
2.現金で1年分を
　前納（まとめて前払い）⇒ 年額「3,200円」割引！！
3.口座振替で早割（当月末振替）⇒ 月額「50円」の割引！

那覇年金事務所　☎855-1122

６ヶ月未納の場合
１年間の未納の場合
２年間の未納の場合

※免除・若年者納付猶予・学生納付特例を受けた期間については、１０年以内であれば後から保険料を納めること（追納）も出来ます。免除などを受けた年度から
　起算して３年目以降に保険料を追納する場合には、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

年額で　約１万円
年額で　約２万円
年額で　約４万円

生涯、受け取る年金額が
少なくなります。

ご注意！少しの期間の未納でも、受け取る年金額が少なくなります。

保険料が納められないときは……免除制度を利用しましょう保険料が納められないときは……免除制度を利用しましょう
①免除を受けた期間は、免除の種類に応じて、
一定の割合で、受け取る年金額（老齢基礎年
金）に反映されます。（２ページの年金額算定
式を参照）

②若年者猶予・学生納付特例を受けた期間は、
受け取る年金額（老齢基礎年金）に反映され
ません。

③免除・若年者猶予・学生納付特例を受けた期
間は老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基
礎年金を受けるために必要な期間に算入さ
れます。
（２ページ、「もしものときの障害基礎年金と
遺族基礎年金」の「納付要件」の欄参照）
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特別障害給付金制度について
１　対象者 ○平成３年３月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  ○昭和６１年３月以前の国民年金任意加入対象であった被用者（厚生年金・共済組合等の加入者）の配偶者で
　　　　　　　あって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金１，２級
　　　　　　　相当の障害に該当する方で、障害基礎年金等を受けていない方
２　支給額 １級　月額４９，６５０円　　２級　月額３９，７２０円（平成２３年度）
３　窓　口 請求手続きは那覇市市民課国民年金グループ　☎８６１－６９０１

平成23年度　国民年金保険料は平成23年度　国民年金保険料は

前納や口座振替にすると保険料は安くなります！！前納や口座振替にすると保険料は安くなります！！

月額15,020円（年間180,240円）です。

若年者納付猶予制度
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